
人類の発展 における交渉の役割 と交渉のタイプ

芦 原 直 哉

要 旨

本稿の 目的は交渉が人類社会発展に果た してきた役割を明 らかにし、その歴史認識に

立ってこれまでの交渉の定義を見直 し、21世 紀の社会が正 しく発展 していくための交渉

のタイプを明示することにある。

最初 に、人類の発展は協力関係による分業の歴史であ り、分業を成 り立たせたること

を可能にしたのは人類が営々と行ってきたコミュニケーシ ョンとしての交渉であること

を論ずる。次に、その歴史的認識を踏まえこれまでの交渉についての定義である相互の

妥協に基づ く分配という定義ではな く、新 しい定義 として 「交渉 とは、複数の交渉当事

者が共通 目的を達成するために、 コミュニケーションを通じて協力関係を構築 し、協働

によって価値を創造 し双方の問題を解決することである。」 とした。最後に倫理観と交

渉者双方の交渉目的 と利害の関係軸を使って5つ の交渉 タイプに分類 して今後のあるべ

き交渉タイプを模索 した。

結論として、社会の協力関係に基づ く分業 という観点に立ち返 り、従来の交渉タイプ

である分配型交渉を利害交換型交渉へ、更には共利協働の理念に基づ く問題解決型交渉

及び最高 レベルの交渉である価値創出型交渉に転換するべ きであると論 じる。

キーワー ド 協力関係、相互互恵関係、分業、共利協働型交渉

1.は じ め に

日本において、交渉学は未だ学問領域 として確立 していないのが現状である。欧米で

は多 くの研究がなされているが、 日本においては交渉学の講座が導入 されている大学 も

未だ少ない。MBAコ ースにおいても欧米では必須であり人気科 目であるネゴシエーショ
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ンが残念ながら日本ではほとんどカリキュラムに入れられていない。

その理由として 日本では交渉に対 してはある種のバイアスを持ってみ られてきたこと

があげられる。そのバイアス とは交渉学ではな く交渉術であるというものである。交渉

は単 なるテクニックであって科学ではないという考え方が今も根強いのである。

一方、現代社会において誰一人として交渉を行わず して生きてい くとはできない。当

然であるが、交渉なくしてビジネスは成 り立たない。人類が地球上で現在の繁栄を築 く

ことがで きたのも、実は人類が無数の交渉 という行為を積み重ねてきた結果である。そ

して人類の発展 とともに交渉 もそれぞれの社会の制度、価値観を反映 して発展 して きた

のである。

本稿 は、交渉と人類発展の関係を分析することにより交渉の社会的、経済的位置づけ

を明らかにすると共に、ますます重要性を増す交渉を5つ のタイプに分類 して分析 し、

今後の社会発展 にとって最 も望ましい交渉タイプを見出そうとするものである。

2.人 類 と交渉の発展段階

交渉は過去の事実関係や今後の予測に基づいて行われるものである。従って、過去の

記憶 と未来について思索能力が必要不可欠 となる。人類が持つ他の動物 と異なる能力の

ひとつに未来への思索がある。この能力を身につけたことによって、人類は地球上にお

いて繁栄を築 くことができた。未来への思索を可能にしたのはいうまで もなく言語であ

る。人類は言葉を用いることによって、頭脳の中に情報 を整理 ・分類することを可能に

し、空間と時間が結びついた4次 元の世界の思考を可能にしたと考え られる。

他の動物は目の前の利益 しか考えることができないが、人類は過去の事実 を記憶 ・整

理 し、未来を予測する思索能力を身につけたことによって、お互いに協力 し合 うことで

将来大きな利益 を双方が得 ることができることを想像できるようになった。人類 は未来

の思索によって、相互互恵関係を理解し協力関係を構築することが将来大 きな利益をも

たらすことができることを学びとり、牧畜 ・農業という長期スパ ンの行為を協力 して行

うようになったと考えられる。

人類はその後 も次々と革新を起こして繁栄 を築 き上げた。 トフラーは 「第三の波」

(Toffley,1980)に おいて人類の三つの波(大 きな変革)に ついて述べている。これらの

変革を成 しえたのはこの能力を身につけることがで きたからである。

2-1人 類 と交渉

天照大御神 を天岩戸から出 したのも一つの交渉であり、交渉は神代の昔からあった。

神話 は後世の人々が創作 したことであるが、実際に人類が交渉 というものを行 うように
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なったのはいつごろか らであろうか。

交渉とい うものが部族の中で行われ始めたのは人類が牧畜 ・農業 を始めた時か らであ

ると考える。人類が狩猟 を行っていた時代において も、部族の中での協力関係や雄雌の

役割分担のためのコミュニケーションがあったであろうと想像で きるが、他の高等動物

とそれ程の違いはなかったと思われる。人類は牧畜 ・農業を始めたことによって、広範

な協力関係を必要とするようになったため、交渉が必要 となっていったと考えられる。

その後の トフラーのいう三つの波(Toffler,1980)は 以下の通 りである。人類はこれら

の波 を越えて発展 してきたのだが、その波を越 えるごとに交渉の役割 は質を変え、そ し

てその重要性が増大 していった。第三の波では人類の価値観は多様化 し市場は世界的な

拡大 とともに細分化 して、益々複雑かつ高度な交渉が求められている。

● 第一の波 儂 業の開始)

● 第二の波(産 業革命による産業化)

● 第三の波(情 報産業化 ・知識産業化 ・サービス産業化等)

以下、これら人類が行ってきた大 きな革命による人類の発展について交渉 という切 り

口で分析 し、交渉がそれらに果たした重要な役割について考察する。

(1)狩 猟時代

農業を始める前の人類は言葉の能力を備えたことによって、他の動物と比べると役割

分担などを行 うことによってより効率的な狩猟が行われていた と想像できるが、基本的

には他の動物 とほとんど変わらない。クジラが群れで協力して魚を追い込んで捕獲する

といった程度のものである。

基本的に動物の世界に交渉は存在 しない。未来のことに思索が及ばない動物にとって

目の前の獲得物 を譲 り合 うことはない。食 うか食われるかの世界であ り力の強いものが

獲物 を独 占し生 き残るのである。譲るのは本能によるところの子孫 を残すための行為、

例えば子供へ餌 を分け与える行為等だけである。

類人猿などの群れにみられるリーダーや雌雄の役割については、動物の本能的なもの

であ り人類が築いた協力関係といったもの とはいえない。従って、群れの秩序や役割は

交渉ではなく単純なパワーバランスで決定されると考えられる。

(2)農 業の開始

人類が農業 を行うようになったのはおよそ1万 年前のことである。これは人類 にとっ

て非常に大 きな革命であ り交渉の始 まりであった。牧畜 ・農業を行 うようになったのは、

前述のとお り言語によって未来への思索が可能になったからである。人類は部族構成員

が協力 して牧畜 ・農業を行い収穫時には部族全員にとって大きな価値 を生むことを認識
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することができた。それによって、牧畜 ・農業を行 うことが可能になったのである。

人類 はお互いの協力関係の もとに役割分担を行い、収穫物を部族の構成員で分配 した。

牧畜 ・農業は長期間にわたって種をまき、水や肥料をや り、収穫をし、備蓄 し、分配す

るということを行わなければならない。その間、他の動物や他の部族か ら家畜や農作物

を守 り、時には他の部族 とも協調 して無駄な争いをなくすことも必要となった。

農業を行 うには、お互いに協力 し合って役割分担をし、収穫においてはルールに従っ

て分配するという共同組織体における暗黙の了解が必要 となる。 この ように して、牧

畜 ・農業は共同体組織 における暗黙の了解、そ して組織が大 きくなると明確 な決議に

よって意思決定される社会へ と変革していったと考えられる。

このように共同体組織 においては組織行動のために意思決定が必要となる。狩猟時代

においては(暴)力 が群れをコントロールする力の大部分 を占めていた と思われるが、

牧畜 ・農業社会においては分業による役割分担が明確になってくる。そうなると経験か

ら得 た知識の束 と共同体組織が決めた法(ル ール)が パ ワーを持つようになる。その

ルールを決定 し、そのルールに従って農業生産活動を行 うには集団内の意思決定を必要

とし意思決定交渉が不可欠となって くる。こうして狩猟時代には必要としなかった交渉

が牧畜 ・農業時代には重要となったのである。

人類 は農業開始後約1万 年に渡って発展 してきた。協力関係による分業は飛躍的に生

産性 を高めたのである。その結果、18世 紀初頭 には世界人口は約7億 人に達 し1万 年前

から約100倍 に増加 した。人類はその間、貨幣を考案 し流通 させ、各地には市場がで き

て交易が広がった。部族での自給 自足という協力関係から徐々ではあるが地域間の分業

による協力関係へ と拡大 していったのである。そ して、古代ギリシアでは都市国家が発

達 し、その後ローマ帝国といった巨大な国家が出現 して群れ社会から都市、国家へ と組

織が拡大 していった。 このような巨大国家組織の誕生は武力によるものであったが、そ

の裏では必ず交渉を必要 とした。部族内の意思決定交渉から、部族間、都市間、国家間

レベルの取引交渉、政治交渉へ と交渉の レベルも高度化が要求され発達 していったと考

えられる。

産業革命までは共同体組織は巨大国家へ と発展 していったが、基本的には農業をベー

スとして成 り立つ社会に変わ りはなかった。国家は軍隊を組織 して敵国か ら自国民 と自

国の産業である農業を護 るという構図は部族間のそれと基本的には何 らかわりはない。

国家 は強力な軍隊を持つことによってその統治者は巨大な(暴)力=パ ワーを持つこと

になる。そしてパワーは自国民にも向けられることになる。

(3)産 業革命

次 に社会構造を大 きく変革させたのは産業革命であった。18世 紀後半にイギリスで起
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こった産業革命 は、蒸気機関の発明による動力源の革命により鉱工業の大幅な発達 と、

蒸気機関による鉄道の発達による交易の地理的拡大をもたらした。産業革命以前の鉱工

業は家内工業が中心であったが、この革命は工場での大量生産を可能にした。

それまで統治にかかわる王、貴族、軍隊など統治する人々と統治 される地主、農民か

ら成 り立っていた社会に、土地を離れた都市の工場労働者、企業経営者という階層がで

きあが り徐々にその割合 を増し社会の大 きなパ ワーを持つようになった。

工場の大規模化によって、組織は益 々分業化 され細分化 されそ して専門化 していった。

アダム ・ス ミスが国富論の第1章 に分業を取 り上げ、「労働の生産力最大の改良と、そ

れがどこに振 り向けられた り、適用 された りす るいっさいの熟練、腕 まえ、判断力の大

部分は分業の結果であった」と論 じているように分業が生産性を飛躍的に高めていった

(Smith,1776,P23～36)。 それまでの 自給のための生産活動や労働は交換のための生産活

動であ り労働に変化 していった。そして分業は分業単位問において必ず取引交渉を必要

とし、取引の前段階である組織の意思決定における交渉をも必要 としたので、交渉が果

たす役割は重要性 を増 した。

このようにして、社会はテンニエスがい うように農業を中心 とし血1縁を中心 とした共

同体組織であるゲマインシャフトか ら契約で結びつ くゲゼルシャフ ト(Tonniesl887)

へ移行 した。 このシフ トによって社会的な共感 といった人間的な結びつきは薄れ、利害

関係で結びつ く社会つまり契約社会へ と大 きく変化 していったのである。

工業化 した社会は分業化 によって労働が分割 された。一個の商品に無数の労働価値が

混在 しそれが市場で交換 される。全ての個人及び企業は取引を通 じて対価 と利潤 を求め

て行動する。そして全ての取引に先立ち契約 と契約を成立させる為の交渉が行われる。

契約社会は交渉社会 と言い換えることがで きるのである。

更に株式会社 という法人組織による資本主義制度がそれを助長 した。19世 紀後半には

法律によって人格 を認められた有限責任による株式会社の設立ブームとなった。株式会

社はより多 くの投資家から資本を集めることを可能にし、企業組織の大型化の大きな要

因となった。企業組織の大型化は多数の株主、雇用者、顧客やベ ンダーといったいわゆ

るステークホルダーを増加 させ、企業における交渉対象者及びその機会と必要性が大幅

に増加することとなった。

本格的な産業化 は19世 紀末のアメリカで起 きた第二次産業革命であった。企業組織は

更に巨大 とな り、今 日では数十兆円の売上 と数十万人の従業員を雇用する超大企業組織

が現れている。交通機関は鉄道か ら飛行機へ と移 り地球を益々小 さくした。

資本主義を支えた リベラル ・デモクラシーの思想 も市場 における自由な取引を助長 さ

せ交渉の場を拡大させる大きな要因となった。 また、ルソーなどによる社会契約論の考

え方がフランス革命の引き金となったといわれているが、封建的な王制に代わって契約
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によって成 り立つ自由で民主的な国家の樹立は権力による統治から契約による法治国家

へ と変貌 した。自由で民主的な国家は国民の意思をはかる意思決定システムを必要 とし、

政治 ・行政全般において広 く民主的な意思決定交渉が行われることになったのである。

(4)情 報革命

20世 紀後半にお きた大 きな波 もまた産業構造を大 きく転換 させることとなり、その結

果交渉の質を変え、高度な交渉が求められることとなった。

工業化初期の社会は商品が未充足の時代であ り、造れば売れる時代であった。商品は

過剰 なところか ら市場 を通 して不足 しているところへ供給されるという単純 なもので

あった。 しかし、資本主義が成熟 し物が溢れてきた1970年 代以降は、完全な買い手市場

となった。この売 り手市場か ら買い手市場へのシフ トは生産技術以上にマーケティング

技術 を要求 した。価値創出のためには情報や知識といった要素が重要性を帯び情報や知

識 こそが競争優位の源泉 となった。ICT革 命 はそれを可能に し、産業構造は知識産業化、

サービス産業化 していった。

買い手市場はこれまで売 り手が持っていたパ ワーバランスを買い手ヘシフ トさせ、取

引交渉を単なる価格交渉からより複雑なものへ と変化 させた。企業は消費者から選ばれ

る存在 となり個 々の顧客のニーズをとらえた提案を行わない限り取引交渉で勝利 し競争

に勝ち残ることはで きな くなったのである。

ICT革 命はこれまで売 り手に偏重していた情報格差を買い手にバ ランスさせた。工業

化社会は規模による効率が重要であったが情報化された社会においてはネットワークが

重要 なファクター となった。そ して、インターネ ットを通じたネットワーク型のコミュ

ニケーションシステムは生産者(売 り手)と 消費者(買 い手)を 瞬時に結びつけること

を可能にしたのである。売 り手 も買い手 も誰でもが市場に参入 し、市場を創造すること

ができるようになった。そしてネットワーク化は多 くの新 しいビジネスモデルを出現 さ

せた。交渉 もまたネットワーク型社会に合致 したタイプが要求されているのである。

2-2分 業 と交渉

人類の発展についての考察により、協力関係の構築 による分業体制と分業 を支えたコ

ミュニケーシ ョンとしての交渉の重要性が見えてきた。 ここで分業 と交渉の関係につい

て更に深 く考察し、分業の果たした役割とともに極端に細分化された現代の分業体制の

マイナス面 も指摘 して今後の交渉の在 り方の方向性を探る。

今や人類は高度な分業の結果、一人では決 して生 きていけない 「社会的存在」となっ

ている。人類は分業によって飛躍的な生産性向上を成 し遂げたが、同時に人間性の崩壊

の原因ともなった。ゲマインシャフトの時代には共同組織体の中で個人の参加意識、充
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実感、達成感あるいは帰属意識 といった ものを得 ることができたが、高度に分業体制が

発達 した契約社会であるゲゼルシャフト社会は、資本 と利潤の論理で動き個人が組織の

一つの歯車 となって人間性 を喪失 してしまうという現代社会の深刻な病理を生み出 して

しまっている。

(1)分 業 と生産性

人類 はアダム ・ス ミスの論ずるとお り分業を行うことによって生産性 を高めてきた。

農業時代においてはそれぞれの役割分担を行 うことで、一一人で耕作するよりもずっと大

きな収穫 を得た。しか し、初期の農業社会における分業はそれほど明確 なものではなく、

分業 というより共同社会であった。

分業が本格化 したのは、産業革命以降である。テーラーの科学的管理法や職能別組織

(Taylor1911)は 専門化 を原則 とした分業のための理論及び組織であった。また、実際

に自社の工場で実践 したフォー ドの動 く生産 ライン=コ ンベアシステム(Ford豊 土栄

訳2000)と いった分業のための手法が次々と考 えだされて分業体制が進化 していった。

これらの工業化に伴 う分業システムはそれまでの家内工業的生産に比べて生産性を飛

躍的に向上させた。数人で1台 の車を造るよりも、動 く生産ラインにそれぞれの専門化

した工員が専門の担当を受け持って流れ作業を行うと生産性 は飛躍的に上昇する。事実、

フォー ドはベル トコンベア方式でT型 フォー ドを1909年 から1916年 の8年 の問に生産台

数を1万8千 台から78万 台に増や し、価格を950ド ルか ら360ド ルに下げた。一方、賃金

は日給平均2.4ド ルか ら最低5ド ルへ と2倍 以上に改定 した(Ford豊 土栄訳2000PlO5-

106,P196)。 人間が歯車化 し人間性の崩壊 という面での問題はあったが、それを上回る

大幅な生産性向上を達成 したのである。

更に企業組織の巨大化による分業は現代の企業に見る様 にマネジメン トを専門に行 う

ホワイ トカラーという階層を生みだした。彼 らの役割は分業をスムーズに実施するため

のマネジメント及びサポー ト機能であ り、業務のほとんどの部分は企業内部の意思決定、

外部との取引、あるいはコンフリク トの解消などの交渉に費やされている。

(2)分 業 と交換

社会的に分業化が進むと、市場による交換なしでの自給 自足的な生活か らはほど遠 く

なってい く。都市労働者は食糧をはじめ身の回 りのほとんどの ものを他者から入手 しな

ければ生活ができなくなる。労働者は労働力を提供 してその対価 として賃金を得て、そ

の賃金で生活に必要なものを市場から入手する。そ してその分業が極度に進んだ結果、

現代人は何ひとつ 自分一人で造 ることができず、誰 も一人では生 きていけない社会に

なって しまったのである。
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企業 も同様 に自社 だけでバ リューチ ェーンを構築することはない。原材料、部品、製

造 ・組立、流通、サービスと垂直分業がすすみ、他企業の協力を得なければ一・つのビジ

ネスが成 り立たない。例えば、一つのパソコンの設計から製造 ・販売に至るまでに数百

社が関係 しているといわれる。この無数の交換 によって商品取引市場が形成 されている。

分業化は商品取引市場だけではない。ビジネスを支える資本市場 もまた小 さく分割 さ

れた。自己資本は株式 という形で小口化され細分化 した。他人資本においてもロー ンや

担保の証券化が行われ、メザニンといった中二階型のものも開発 された。これらはリス

クの分散 という形で資金の分業化がなされているといってもよいであろう。

労働市場において も正社員だけではないパー ト・アルバ イ ト、契約社員、派遣社員な

どの形態があらわれそれらの市場が次々と創設され発達 してきた。労働市場 もまた細分

化 され労働の分業化が進んでいるのである。同様のことが情報市場についてもいえる。

これらの市場 において、細分化 された商品 ・サービス、金融、労働、情報が日夜交換

されているのである。

(3)交 換 と交渉

これらの市場 における交換のひとつひとつには必ず取引交渉が伴 う。更には、交換の

背後 には交換当事者が交換の意思決定を行 うための内部交渉がなされている。このよう

に分業が発達 し交換が頻繁に行われることにより交渉の数は幾何級数的に増加するので

ある。現代社会においては、個人も企業 もその個体を維持 し存続 させてい くために、毎

日朝から晩まで交渉の連続 となる。

無人島で自給自足生活 を送るロビンソンクルーソーには交渉は必要ない。それは分業

がな く交換 も行われないからである。しか し、現代社会においては、交換のための交渉

なしでは生 きてはいけない。

このようにして交渉は分業か ら必然的に生 まれる交換から付随的ではあるが必要不可

欠なもの として生 じたものである。そして分業が極度に細分化され高度化 されると交渉

の頻度は爆発的に増加す る。 しかしそれは社会の協力関係 という意識を薄れさせる結果

となる。細分化 した分業体制は社会が有機的な共同社会であることを忘れ させ全体を見

失わせて しまう。その結果、現代資本主義社会は人間本来の 目的を喪失させ、多 くの個

人や企業が 自らの利潤追求のみに走る社会になって しまった。交渉は分業 という協力関

係 を築 くためのものであったが、いつの間にか利己的な利潤 を追求するための道具 とな

り下がってしまったのである。

2-3協 力関係

これまでの考察の とお り、人類は分業によって生産性 を飛躍的に高め豊かな社会を築
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き上げた。分業 による生産性向上には市場の効率性が不可欠である。アダム ・ス ミスは、

市場は 「見えざる手」によって最適配分がなされると論 じた。個人や企業が 自己の利潤

追求のために行動すれば彼が意図しない社会的な目的を達成することがで きるというも

のである(Smith1776二 巻P302-304)。 確かに細分化 された分業 を人為的に最 も効率良

く行 うことは不可能であることは社会主義の崩壊が実証 した。 しかし、このスミスの見

えざる手が独 り歩きし社会の協力関係 に基づ く分業 という本来の考え方が弱 まって、利

己的利潤追求のみが正当化 されてしまった。

一一方、ウエーバー(Weber1904-05)は 資本主義の発展は禁欲的に天職を遂行すると

いうピュリタニズムの結果であると論 じた。 ピュリタニズムは利潤追求が道徳的見地か

ら認められた人類史上初めての ものであったといえる。 このピュリタニズムが資本主義

を発展 させる原動力 となったのである。 しか し、ピュリタニズムは禁欲的に働いた結果

としての利益は認めるものの、利己的に暴利を貧 る商業人は否定 している。 ピュリタニ

ズムは天職 とは神のための労働であ り、職業の有益さの基準の第一は道徳的規準、第二

が生産する財の全体に対する重要度、第三が収益性である。ウェーバーは同書の中で当

時勃興して きたアメリカの資本主義に対 して、宗教的倫理的意味が取 り去 られまるでス

ポーツのようであると述べ強い懸念を示 している(Weber1904-05P366)。 彼の懸念は

100年 後の現代、金融を中心 としたグローバル資本主義など行 き過 ぎた利潤追求や企業

スキャンダルの多発などとして現実のもの となった。倫理観のない資本主義の危険性は

現代社会そのものである。

これは、分業 は生産効率を高めるものの、一一方において協力関係が希薄になった結果

である。人類は功利主義一辺倒か ら共同体組織時代の協力関係、隣人愛的な考え方を取

り戻す必要があるのではないだろうか。そ して、交渉 もこれまでのような利潤追求への

ツールとしてではなく、協力関係を高めるという観点で見直 しを迫 られている。

(1)相 互互恵関係

分業は個人や企業がそれぞれの役割を分担 して相互に協力 し合って一一つの目的を達成

しようとするものである。その考え方に立つ と、交渉者は交渉相手 を自分の利益 を妨害

する敵対者 としてではなく、一緒に分業を行っている協力者、つ まりパー トナーである

との考え方に立つ必要がある。

協力関係に基づ く分業は相互互恵関係がベースとなっている。分業を担っている全て

の当事者はそれぞれが全体の一部分を担っているのであって、その一つで も欠けると全

体を構成することはできない。当事者それぞれが協力者であるパー トナーでいなければ

自らの目的を達成で きないのである。例えば、原材料を提供 してくれる企業があるか ら

部品メーカーや組立のメーカーはビジネスができるのであ り、原材料企業は部品メー
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カーが原材料 を購買 して くれるからビジネスが成 り立つのである。この両者の関係は敵

対関係ではな く相互互恵関係である。本来、分業は相互互恵関係をベースとしたもので

あるが、分業があまりに細分化 し相互互恵関係の意識が希薄となって しまった結果、取

引相手を自己の利益を脅かす存在 として市場原理に基づいてパワーを持って自己の利潤

追求を求めた交渉を行ってしまうのである。

(2)利 他主義思想

前述の通 り、現代の資本主義社会は利己的人間観をベースにしている。本来の分業は

相互互恵関係に基づ く協力関係から発しているにも関わらず、利己的人間観に基づ く功

利主義思想によって隣人愛的、利他的な思想はどこかに葬 り去 られて しまったかに見え

る。

分業によって成 り立つ社会において、自分だけが経済的な利益を得るような行動が許

されるであろうか。 自己の利益追求は多 くの場合、他の個人や企業の利益を奪 うことに

なる。本来、相互互恵関係の中において一・部の個人や企業だけが長期間利益 を得続ける

ことは許されない。相互 に利益を分け合うことが分業社会における相互互恵関係のルー

ルのはずである。

例 えば、下請企業に対 してその優越的な地位 を乱用 した片務的な契約を行 う、あるい

は低賃金で労働者を働かす、などを行う企業は社会か らの信用を失い社会の自浄作用 と

してそれ らを排除することになる。反対に、パー トナーといえる協力者に対 し利益を提

供できる取引提案を行 う企業は、バ リューチェー ンにおける分業体制において他のパー

トナーか ら、更には社会全体か ら評価 され賞賛されることになる。

協力関係に基づ く分業体制においてはその全体システムにおいて与えられたミッショ

ンを遂行することによって社会に貢献し、その結果 として利潤を得るとい う発想が必要

となる。ス ミスは 「公共の利益のために仕事 をしているなどと気 どっている人びとに

よってあま り大 きな利益が実現した例 をあまり知らない」 と言っているが(Smithl776

二巻P304)、 これは政治家や官僚が市場をコン トロールしようとすることを指 している

のであって企業家に言及しているのではない。企業家は常 に世の中に貢献することを考

えてビジネスを行うことが肝要である。なぜなら社会の分業における役割を果た し社会

に貢献しなければ存在意義は認められないのである。 これこそ市場原理である。

この考え方は、利己的人間観の対極にある利他の思想である。最近のCS、CSR、 顧客

本位のマーケティング思想 などは利他的価値観に基づ くものである。20世 紀後半か らよ

うや く利己的人間観か ら利他的人間観に揺 り戻 しが きている。交渉においても、で きる

だけ多 くのものを交渉相手か ら取るという利己的交渉から、交渉を通 じて相手の問題を

解決し、結果 として 自己の利益を得 るという交渉タイプへの転換が求め られるであろう。
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(3)協 力関係 と信用

社会が分業による協力関係を基盤 としているとすれば、企業や個人にとって最も大切

なものは信用である。協力関係は信用 を基盤 として構築 される信頼関係であるともいえ

る。逆にいえば、交渉者相互の信用、そ して信頼関係がなければ協力関係を築 くことは

いたって困難になる。

その困難さは信用コス トから生 じる。協力関係の社会において不正 を行い自己の利益

のみを追求する企業や個人があるとすれば、協力関係を構築する他のパー トナーにとっ

て、更には社会全体にとって大 きな損害 となる。その結果、社会はその企業の信用度に

応 じてリスク料 を上乗せする。その結果、 トヨタ、パナソニ ック、 ソニーなどの信用度

の高いプルーチップ企業は少ないリスク料で取引が可能 とな り、一・方ではベ ンチャー企

業など信用が確立していない企業にとっては信用 を得るための大 きな努力 とコス トが必

要 となる。言い換 えると、信用は分業社会の中でのパスポー ト的役割 を果たしていると

いえる。このように、信用は大 きな競争優位をもた らす。企業は信用あるブランドを構

築することによって競争優位の戦略を構築 し交渉においても有利な地位を築 くことがで

きる。

この信用の観点か ら考えると、企業において自社の利潤追求 という利己的行動をとる

ことは長期的な信用を失 う。むしろ、相互互恵関係に基づき利他的価値観によって信用

を得て交渉相手 との信頼関係を築 くほうが長期的な成長や繁栄につながってい くことに

なる。

(4)協 働 と交渉

社会が協力関係 に基づ く分業 システムというひとつの大 きな組織 システムか ら成 り

立っているとすれば、個人の行動 も企業の行動 にも 「協働」という理念が必要 となって

くる。バーナー ドがいうところの 「協働システム」である(Barnard1938P3-45)。

従って、交渉においても双方が 自社の立場に立脚 した経済合理性だけで行 うのではな

く、共通 目的を持 った組織 システムの一員 としてその目的達成に向けて協働を行うとい

う観点で行われるべ きである。そして協働はより高い価値 を社会に提供することを可能

にし、その結果 として双方が多 くの分配を得ることができるのである。

3.交 渉の定義

これまでの一般的な交渉の定義は 「交渉当事者双方が異なる立場から歩み寄って合意

に至る過程」 というものであった。 しか し、 これまでの人類の発展段階と交渉の役割の

考察から、協力関係に基づいた分業 という観点で交渉 とは何かを再考する必要がある。

一327一



大手前大学論集 第9号

3-1交 渉の新 しい定義

協力関係 を前提 として交渉 を考えるならば、「交渉 とは、複数の交渉当事者が共通 目

的を達成するために、 コミュニケーションを通じて協力関係を構築 し、協働によって価

値 を創造 して双方の問題 を解決することである。」 と定義づけられる。

もちろん、お互いが歩み寄って妥協点を見つける交渉 を全否定することはできない、

なぜ ならば、分業社会においてどこかで配分するという行為が行われなければならない

からである。 しか し、お互いが 自己の立場にたって分配 をいかに多 くするかという交渉

をした結果、最終的に妥協 していくのでは双方が満足できる交渉にはならない。本来、

分業 というのはひとつの目的に向かって全ての当事者が役割を分担することによって全

体の利益を多 くするのである。従って、それぞれの立場に固執 していたのでは全体 目的

を見失ってしまう。共通 目的を確認してそれぞれの立場 を離れて トータルの利益を考え

ることによって、双方が100%に 近い欲求を満たすのが本来あるべ き交渉である。

日本においては、江戸時代までは共利協働の考え方が主流であった。近江商人の三方

よし(売 り手 よし、買い手よし、世間よし)と いう考え方は双方が利益をあげて しかも

社会的貢献をせよという考え方である。明治維新以降、前述 した西欧の利己的人間観に

基づ く功利主義的考え方 による近代化によってそれまでの共利協働 という理念 は忘れ去

られてしまった。エコノミックアニマル と椰楡 された現代 日本においてこそ、この共利

協働 という考え方を復活 させる必要がある。

3-2交 渉に対するバイアス

最初 に述べたように交渉についてこれまで多 くの偏見があった。交渉 とは、駆け引 き

であ り、相手 を騙 したりすか したり脅したりして自分の取 り分を増やす ものであると考

えられていた。巷にはいかに交渉に勝つか という術を書いた書物が山ほどある。これら

は、交渉を勝負の駆け引きと考え交渉相手を敵対者 とみなす。このバイアスによると、

交渉が上手い人とい うのは狡っ辛い人であるということになる。言い換えると、儲けは

うまいが人間的には尊敬できない人である。

また、交渉は押 しの強さが必要であるというバイアスもある。 自分は交渉が下手だと

考える人は 「引っ込み思案だか ら」、「経験がないか ら」 という理由をあげる。人を押 し

のけることが嫌い、あるいはそのような交渉テクニ ックを身に着けていない人は交渉下

手だと考えられている。 しか し、 これまでの相互互恵関係 による社会とい う観点で考え

ると、むしろ人を押 しのけるのではな く相手の立場に立って考えることができる人こそ

が交渉上手であるといえる。
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4.交 渉 タイプ

こ れ まで の交 渉 の 歴 史 的 考 察 及 び 交 渉 の 定 義 を踏 ま え て 、 交 渉 の タ イ プ を類 型 化 し人

類 の発 展 段 階 との 関 係 及 び 今 後 の望 ま しい 交 渉 タ イ プ に つ い て 考 察 す る。

交 渉 タ イ プ に つ い て は これ ま で も研 究 者 に よっ て 分 類 が 行 わ れ て い る。 フ ィ ッ シ ャ ー

とユ ー リー は 立 場 駆 け引 き型 交 渉(PositionalBargaining)と 原 則 立 脚 型 交 渉(Principled

Negotiation)に 分 類 して い る(Fisher,Ury1981)。 ま た 、 レ ビ ス キ ー 等 は 分 配 型 交 渉 と

統 合 型 交 渉 に分 類 して い る(Lewicki,Saunders,Minton1997)。 ど ち ら も前 者 が 一 般 的 に

呼 ば れ て い るWin-Lose型 交 渉 で あ り、 後 者 がWin-Win型 交 渉 で あ る。 日本 の 研 究 者 で は

印南 が 分 配 型 交 渉 、 利 益 交 換 型 交 渉 、 創 造 的 問 題 解 決 型 交 渉 の3つ に 分 類 して い る(印

南2001P43-46)。 この 分 類 は統 合 型 交 渉 を利 益 交 換 型 交 渉 と創 造 的 問題 解 決 型 に二 分

した もの で あ る 。

図1交 渉タイプの分類

本稿では倫理的交渉を図1に 示す とお り、交渉タイプを倫理観の有無と双方の交渉の

目的と関心利害 という二軸によって分類することとした。大きく分けると次の3つ の分

類、更に関心利害による分類を行 うと5つ に分類することがで きる。

● 機会主義的交渉

● 分配型交渉

一単純分配型交渉

一利害交換型交渉

● 共利協働型交渉
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一 問題解決型交渉

一価値創造型交渉

以下にこれらの交渉 タイプについて概要を述べ、人類の歴史との関係及び今後の望 ま

しい交渉について論 じる。

4-1機 会主義的交渉(OpportunisticBargaining)

機会主義的交渉は利益 を得る目的のためには手段を選ばすに行動する交渉 タイプであ

る。従 って、 この交渉 タイプの交渉者は非合法あるいは非倫理的な交渉手段 をも辞さな

い。法治国家においてはこのような機会主義的交渉は許 されないはずであるが実際には

存在する。

機会主義的交渉タイプは次のような状況下で行われ易い。

● 一・見的関係である場合

● 交渉者に倫理観がない場合

● 交渉者が自己利益への飽 くなき執念を持っている場合

● 法律の遵守体制が未整備である場合

● 圧倒的な交渉力の差がある場合

相手 を騙 したり脅 した りする交渉は法治国家であれば継続的に行 うことは難 しい。

従って二度 と会うことのない状況、例えば外国人観光客 を対象にした仮設店舗形式の商

売などに使われやすい。

次に、交渉者及び企業の トップやマネジメント層に倫理観が乏 しい場合には機会主義

的交渉が行われる。最近機会主義的な取引交渉によると思われる企業不祥事が次か ら次

へ と告発されている。談合、 リコール隠 し、薬害事件、有価証券虚偽記載、防衛庁水増

し請求事件、詐欺商法、原子力施設の検査忌避、鉄道会社の脱線転覆事故、耐震強度偽

装、牛肉偽装事件、消費者金融による強引な取立てや恐喝、総会屋への利益供与、粉飾

決算、食中毒事件、原材料等の不当表示、サービス残業、個人情報漏洩、盗聴事件、ア

スベス ト被害、視聴率の不正操作、禁止添加物の使用、セクシャルハラスメント事件、

エ レベーター事故、ガス瞬間湯沸かし器事故、食品メーカーによる各種食品偽装、料亭

の料理使い回し、保険金不払い、介護保険不正受給、利益水増 し、脱税、外国語学校の

虚偽広告、TV局 のねつ造番組、違法な人材派遣…挙げるときりがない。

これ らの企業不祥事は根底に倫理観の欠如(特 に経営 トップ)、飽 くなき利益追求が

ある。事件によっては法律の未整備や取 り締 まりの弱 さをついたものも多い。確信犯で

ない場合において も、根本の原因として倫理観 に乏 しいということは否定できない。

最後は交渉力の差によるものであるが、これは交渉者が圧倒的な交渉力を持 っている

場合 に行われるか、その逆 に交渉相手が圧倒的な交渉力 を保持 し勝ち目がない場合に行
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わる。圧倒的な力を持っている場合には交渉相手は隷属的にならざるを得ない。それに

乗 じて法外な要求を押 し付ける場合である。例 えば、大企業が優越的地位を乱用 して下

請けに対 してリベー トなどの要求を押 し付ける交渉 もそのひとつである。

また、勝ち目のない交渉において捨て身で行われる脅 しやチキンゲーム的な機会主義

的交渉もある。北朝鮮が米国に対 して核 を使った脅 しや駆け引 きを行 うのはこのケース

である。 どちらにしてもパワーバランスが崩れている場合は機会主義的交渉がとられ易

い状況といえる。

歴史的に考察すると、農業を中心 としたゲマインシャフトの時代には共同組織体 とし

ての協力関係が明確化 してお り、機会主義的交渉を行 うことはいわゆる村八分になる行

為であった。その後の重商主義は機会主義的交渉の典型である。圧倒的なパワーを有す

るヨーロッパ諸国によるアジア、アフリカ諸国との交易がこれにあたる。これは20世 紀

前半の帝国主義時代まで続 く。

資本主義社会の初期の段階には機会主義的交渉が多 くみられる。発展途上国において

は、政府や官僚 による汚職、談合、知的所有権など他人の権利への侵害、欠陥商品の販

売、公害汚染、詐欺商法などが公然 となされている。これは法律の未整備 と法律実行

(取締等)の 弱 さによるものである。更には、巨大な金融資本 を背景にしたグローバル

エ コノミーが発展途上国の支配層 と結託 して多額の利益を得るという状況 もみられる。

しか し、高度に成熟 した資本主義国家においては、騙 して得る利益 よりも、信用で得

る利益の方が大 きくなる。偽ブランド業者 よりもブランド業者のほうが長期に高い価値

を生む。そ して法的な整備が進み取締が厳 しくなると機会主義的行為 は厳罰に処される

ので、機会主義的交渉は少なくなってい くはずであるがそうともいえない。 日本におい

ても、本来は機会主義的交渉が減少 し企業不祥事が減少 していかなれればならないが、

倫理観の欠如 と飽 くなき利潤追求がそれを上回る状況である。

4-2分 配型交渉(DistributiveBargaining)

分配型交渉は交渉当事者双方の交渉目的が対立している場合に行われる典型的な交渉

タイプである。交渉の目的が異なるのはそれぞれの立場に立った交渉目的に固執するこ

とで生 じる。交渉の 目的が対立 しているために譲歩と妥協 による歩み寄 りという従来の

交渉概念に基づ く解決 とな り、双方 ともが100%満 足する交渉結果にはならない。

歴史的に考察すると、血縁を中心 とした信頼で結びついたゲマインシャフ トの組織か

ら契約関係を基本とするゲゼルシャフト社会に入ると、契約に基づ く自由な取引市場の

確保 と取引の相互履行が担保される必要が出てきた。契約か らなる法治国家においては、

法を守 り契約 を履行することは国民の義務 となる。人間的な信頼ではなく法によって成

り立つ社会の出現であった。この交渉タイプは法律の遵守を基本 とするが、交渉者は交
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渉 目的を達成するために法律上許される範囲で自己の利益 を最大化 しようとする。市場

における自由な交渉は強いパワーを持つ方が勝ち、勝者は多 くの利益 を享受できるとい

う勝ち負け型のもの となる。パワーが拮抗 している場合にはお互いに妥協 し譲 り合う交

渉 となる。これが分配型の交渉であ り、前述のこれまでいわれてきた一般 的な交渉の定

義に合致するものである。

分配型交渉は関心利害の優先順位が同 じであるか異なっているかによって単純分配型

交渉と利害交換型交渉の二つのタイプに分類 される。

(1)単 純分配型交渉

交渉者双方の交渉 目的が対立 し、関心利害が同一である場合の典型的交渉 タイプであ

る。単純に一つのパイを分 け合 う交渉である。売買取引における値段交渉においては多

くの場合この単純分配型の交渉タイプとなる。買い手は値段 を下げさせれば安 く買うこ

とができ利益が増加する。一方、売 り手は1円 でも高 く売ることによって利益が増加す

る。 このように交渉の目的が正面から対立する関係にあ り、どちらかが利益 を得ると他

方は利益が減るとい うトレー ドオフの状態 となる。この交渉タイプは双方の得 られる利

益の合計は同じであるのでゼロサム型交渉、 またはWin-Lose型 交渉 とも呼ばれる。

分配型交渉に勝利するためには相手より強いパワーを持つことが必要 となる。相手 も

パ ワーを持つ と、パワーとパワーのぶつか り合いとなり結果として不毛の争いが行われ

ることになる。言い換えると、機会主義的交渉を法律や倫理を順守した上で行 う戦いで

ある。このように分配型交渉は新たな価値を生まない不毛の交渉ではあるが、この交渉

を全否定するわけにはいかない。なぜなら、 これか ら論ずる望ましい交渉 タイプにおい

てもどこかで分配を決定 しなくてはならないからである。例えば、価格を決めない交渉

はあ り得ないのであ り、分配型交渉は全ての交渉の基本的要素を含んでいるものである。

(2)利 害交換型交渉

交渉目的を異にし、関心利害が異なるかその優先順位に差異が認め られる場合におい

て、単純分配型交渉をより良い解決方向に導 く可能性を秘めた交渉タイプである。 レビ

ンスキー等は統合型交渉の中の一つの方法 として論 じている(Lewickil997P93)。 その

他の米国の研究者も同様に統合型交渉の一つ して分類 している。印南はこのタイプを

「利益交換型交渉」 として分類 している(印 南2001P43-46)。

本稿では分配型交渉の一つのタイプとして分類 した。分配型交渉と異なる点は関心利

益が複数あり複数のサブ交渉を同時に行う点である。複数の理解が存在するという違い

はあるが分配型交渉の一部だ と捉えるのが妥当であると考える。

この利害交換型交渉のタイプは単純分配型交渉が暗礁に乗 り上げた時の解決策として
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双方の交渉の満足度を高める交渉 として有効である。単線(一 つの利害)で の交渉であ

る単純配分型交渉では一一つの利害にをめ ぐって双方が 自己の取 り分 を争うので、例え最

終的に譲歩 しあって妥協点を見出したとしても双方に不満が残 り、満足で きる交渉には

なりに くい。そこで利害 を複数見出して複線化することによって、お互いがプライオリ

ティの高い利害の取 り分 を多 くして低い利害を相手に譲ることにより高い満足度を得る

ことがで きるというのがこの交渉 タイプである。

例えば商品売買取引において、価格 を重視す るアパ レルメーカーと売れ残 りリスクを

重視する販売業者が交渉する場合においては双方の関心利害が異なる。つまり、売 り手

は価格、買い手 は売れ残 りリスクである。その場合には、価格は高 くするが、売れ残 り

が発生 した場合 に返品ができる委託販売取引を提案することにより双方の利害がより高

いレベルで満たされる。

利害は経済的価値だけではなく、面子や名誉 といった心理的な価値 もある。できるだ

け多 くの利害 をテーブルに出してその関心利害の差をみつけることにより双方がより満

足度を高めることができる。但 し、 この交渉 タイプにおいても根本的な問題解決となる

場合は限 られ、双方の満足度を高めたとしても100%満 たす結果にはなりに くい。

4-3共 利協働型交渉(lntegratedCorporativeNegotiation)

交渉当事者双方が共通の交渉 目的を持っている場合に実施可能な交渉タイプが共利協

働型交渉である。この交渉タイプは近視眼的な交渉の目的は対立 していたとしても、高

いレベルでの共通目的の一致を見出すことによって、双方が協働 してその 目的を達成 し

ともに利益を獲得するものである。前述の本来の交渉の定義とした 「交渉 とは、複数の

交渉当事者が共通目的を達成するために、コミュニケーシ ョンを通 じて協力関係を構築

し、協働によって価値を創造 して双方の問題 を解決することである。」はこの交渉タイ

プによって実現 される。

資本主義が成熟した先進諸国においては、アダム ・スミス以来の自己の利益 を個々人

が追求すればそれぞれは意図せず とも社会的には富が増大するとの考え方では信頼関係

を築 き長期的な利益を得ることはできない と考 えられるようになってきている。例えば、

コリンズ とポラス(Collins,Porras1994)は 発展 している企業は利益を超 えた正 しい理

念を堅持 し、利益 を最重要の価値観 としている企業は皆無であったと論 じ、企業の利潤

追求は結果 として長期定期に最大の利潤を獲得することにはならないことを示唆 してい

る。

交渉相手である顧客の満足を追求するCS経 営や社会に対する責任を重視 した経営であ

るCSRな どはこの傾向を反映 したものである。この傾向は資本主義で失われた社会性の

回帰でもある。ゲマインシャフ ト時代の取引交渉は共同体組織の中で結ばれた血縁や宗
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教 を中心 とした信頼関係 に基づ くものであったが、ゲゼルシャフ ト社会においては契約

に基づ く無機質なものになってしまった。その大きな揺 り戻 しが20世 紀末からおきてい

る。

共利協働型交渉は、協力関係 に基づ く分業に立ち返 り、信用を基盤 とするゲマイン

シャフ ト社会の価値観に基づ くものであ り、分配型交渉に取ってかわるべ き交渉タイプ

である。共利協働型交渉 には関心利害によってさらに問題解決型交渉と価値創造型交渉

の二つのタイプに分けることができる。

(1)問 題解決型交渉

問題解決型交渉は、交渉者が交渉相手 と共通の 目的を確認 しかつ関心利害が同一一であ

る場合に実施可能な交渉 タイプである。単純分配型交渉 と異なる点は交渉の目的が共通

であることである。単純分配型交渉は交渉 目的が対立 して同一・の利害をめ ぐる争いにな

るので双方が不満なが らも妥協するしか解決方法はないが、その単純分配型交渉を打破

し新たな解決策を見出すのがこの問題解決型交渉がある。その方法は共通の交渉目的を

見出し、その共通 目的の達成に向けて双方が協働することによって問題解決型交渉に転

換するものである。

例 えば、 自動車メーカーA社 と部品であるエンジンの電子制御機器メーカーB社 が価

格交渉をしようとしている。A社 は価格の値引きを要求 し、B社 は納入価格の引き上げ

を要求している。この交渉はこのままでは交渉目的が真っ向か ら対立する分配型の交渉

となる。これを問題解決型交渉に転換するには、交渉 目的を 「高性能エ ンジンを開発す

る」 という共通の 目的を確認することである。全ての交渉の究極の目的は交渉者が抱え

る問題を解決することである。眼先の利潤追求といった目的によって同一一の利害を奪い

合って対立するのではな く、相手の問題を解決するにはどうすれば良いかを考えなくて

はならない。その為には、交渉者は交渉相手を自社(自 己)の 抱える問題を解決 してく

れるパー トナーとしてとらえ、交渉相手の協力 を得て自己の問題を解決するとの考え方

に立たなければならない。

この事例では、B社 はエンジン性能を高めるにはどうす るか というA社 の問題の解決

に向けて自社のシステムや技術、ノウハウ、経験、を駆使 しA社 と協働 して最適の解決

策 を提案するのである。A社 のエンジン性能が高まれば、A社 は販売台数が増え利益を

生む。B社 も販売台数が増 えるとともに、高い技術力が評価 される。その結果、両社は

広がったパイの中か ら十分な分配を得ることができるのである。

IBMが ソリューションビジネスを標榜 して久 しい。その後多 くの企業がソリューショ

ンビジネスを戦略 として打 ち出してきている。全ての企業が交渉相手の問題 を解決する

という考え方 をすれば、交渉相手 と共通の目的を見出す ことが可能になる。問題解決型
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交渉においては、交渉相手を敵対者ではなくパー トナーとして認識 し、お互いが尊重 し

あう関係を構築することが求め られる。

(2)価 値創造型交渉

価値創造型交渉は、交渉者双方が共通 目的を持 ち、関心利害が異なる場合に実施可能

な交渉タイプである。このアプローチは二通 りある。ひとつは利害交換型交渉か らの転

換であ り、他方は問題解決型交渉からの転換である。

最初の利害交換型交渉からの転換は対立 している交渉 目的を共通 目的に置 き換 えるこ

とによって可能となる。利害交換型交渉であげたアパ レルメーカーと販売業者の事例に

おいて、利害の対立を複数の利害を交換することによって単純分配型交渉を利害交換型

交渉に転換 し双方が交渉の満足度を高めることができたが、更に両社が100%の 満足を

得る為 には共通の目的を発見し、両社が協働 してその共通の 目的を達成するための価値

創造 を行うのである。

例えば、このケースの解決策は両社が協働 して売れ残 りが発生 しないシステムを構築

することである。この交渉が発生 した根本の原因はアパ レル産業における売れ残 りの問

題である。これは本来アパレル業のバ リューチェー ン全体の問題である。売れ残 りが出

ないということはメーカー、流通業者双方にとって望むところであ り、共通の目的であ

る。 この共通の目的を解決することによって双方に大 きな価値が創造される。例えば協

働 して追加生産できる仕組みを構築 し、デザインか ら製造、納入 までの時間を短縮する

ことによって大 きな価値 を創造することが可能となる。

もうひとつのアプローチは問題解決型交渉からの転換である。前述の問題解決型交渉

における自動車 メーカーの事例を更に価値創造型交渉に転換するには、エ ンジン制御シ

ステムの販売による利益だけではない新たな関心利害を発見 し、それらを双方が協働 し

て同時に達成することを考えるのである。例えば、両社が共同 してハイブリッドエ ンジ

ン車や燃料電池車を開発するというものである。それには両社だけではなく、電池メー

カーやその他の部品メーカーも参画 してプロジェク トを組成することも必要 となるであ

ろう。プロジェクト参加企業のそれぞれの関心利害は異なっていても、共通の目的であ

る新時代の車 を開発するという共通の目的をもってそれぞれが参画 し、それ協働 して達

成することができれば、大きな価値を創造することができる。そ して、その貢献度に応

じて各参加者は自社だけでは得ることがで きない大 きな果実を獲得することが可能 とな

るのである。
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5.結 論

分配型交渉 をより高いレベルの交渉タイプと考える共利協働の考え方による価値創造

型交渉に転換すべ きであるというのが本稿の結論である。その為にはこれまでの発想を

転換 しなくてはならない。それは利潤追求を目指す交渉から信頼関係に基づ く交渉へ、

利己主義か ら利他主義へ、ゲゼルシャフ ト的な無機質な契約社会の行き過 ぎを是正 し共

同組織体的なゲマインシャフ ト社会への回帰 といった転換である。

20世 紀の末からその動 きは顕著になってきた。一つは前述のコリンズ とポラスの主張

であ り、 日本においては江戸時代から続 く老舗の経営の再評価である。他方、新 しい組

織体 としてNPOやNGO組 織が各分野で重要な役割を果たすようになっている。米国では

一流のMBAコ ースを修了した者がそれらの組織で働 く割合が高まっているという。すで

に社会は社会主義に勝利 した資本主義が今後進むべ き方向を模索 し動き始めているので

ある。

産業革命後資本主義社会において利己的利潤追求が公共の福祉にも合致 し良いことで

あるという価値観が主流 となったが、利己的に利潤追求 し続けた企業が勝ち残 ったとは

いえず、環境破壊や消費者への不誠実などによって糾弾 されている。む しろ社会に貢献

しつづけている企業が長期的には繁栄している。

交渉タイプは社会の価値観によって変化 してきた。 しかし、普遍の価値観 というもの

が人間社会にはある。それが利己主義か利他主義か と問われれば利他主義であると確信

する。そうだとすれば、共利協働 という考え方の交渉はどの時代においても普遍の原理

であ り、今後 どのような時代になっても最高峰に位置する交渉のタイプとなるであろう。

そして、この交渉タイプへの転換 こそが個人あるいは企業を成功に導 くと確信する。
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